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平成１８年度「慢性期入院医療の包括評価に関する調査」 

《病院長に対する基本事項に関する調査 「自由記述内容」まとめ資料》 
 

 

1． 医療区分に対する評価について 

 

図表 ＜医療区分 3＞疾患・状態の分類項目で、 

項目として適当でない理由および条件・表現が適当でない理由（自由回答） 

番号 項目 ※各項目の定義は、添付の参考資料を参照のこと 

スモン 

・項目として適当でない理由 回答数

他の難病と区別し、１つだけ医療区分３である理由が不明 7

実際にほとんど見られない症例 7

医療区分２のその他神経難病に含めればよい 4

重症度、患者の状態による 3

合計 21

・条件・表現が適当でない理由 回答数

病状の条件が示されていない 4

医療区分３となる理由が不明 2

公害補償とは無関係のはず、条件を明示すべし 1

薬害、難病の重度障害とすべし 1

HIV 等、他の薬害はなぜ含まれないのか 1

合計 9

1 

記述なし 1

医師及び看護師による２４時間体制での監視・管理を要する状態 

・項目として適当でない理由 回答数

一般病床や重症病床での医療行為が必要であり療養病床に入れるべきでない 5

（療養病床では）ほとんど症例がない 1

理由記述なし 2

合計 8

・条件・表現が適当でない理由 回答数

病態が示されていない、基準が曖昧、具体的な条件にすべし 6

すべての療養病棟入院患者は 4 時間管理に該当する 2

ICU の条件のようであり、療養病棟にはなじまない 2

「24 時間体制」の条件緩和を。常時に変更してほしい 2

各種モニター装着が必要な状態と判断されていればそれだけで該当とすべき 1

（留意点に示されている）「バイタルサイが４時間以内の間隔で観察される」条件は無用 1

区分 3 でなく 2 のレベルも必要 1

個人によってかなり差がある。チェック項目を決める必要はない。 1

患者の QOL を考えると、夜中まで血圧等を毎回測定し、患者に負担を与える必要はない。3 時間

毎の観察でよい。 
1

理由記述なし 2

２ 

合計 19

 

別紙３ 
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図表 ＜医療区分 3＞医療処置の分類項目で、 

項目として適当でない理由および条件・表現が適当でない理由（自由回答） 

番号 項目 ※各項目の定義は、添付の参考資料を参照のこと 

中心静脈栄養（消化管異常、悪性腫瘍等による消化管からの栄養摂取が困難な場合） 

・項目として適当でない理由 回答数

経費がかかるうえ自己抜去も含め、技術的にも問題。区分 3 でも、これは加点式ならば良いかも 1

コストに見合わない 1

現実的ではない 1

理由記述なし 2

合計 5

・条件・表現が適当でない理由 回答数

条件の緩和 4

中心静脈栄養はすべて認めるべき 3

IVH 自体が時に危険を伴うもので施設等では管理が困難。たとえ末梢静脈荒廃した場合のルート

キープの意味であっても最低医療区分 2 にはすべき。日数は限定しても良い。 
1

嚥下困難な症例も消化管異常か 1

高カロリー輸液を行っていれば悪性腫瘍等でなくても良いと考える 1

食事が左記以外で全くとれない場合がある。（例、嚥下障害） 1

心不全などによる経管栄養不能例も含めるべき 1

中心静脈栄養の使用ガイドラインがはっきりしていない 1

状態が安定しているが、等の表現ができないか 1

理由記述なし 1

３ 

合計 15

24 時間持続点滴 

・項目として適当でない理由 回答数

７日ぐらいでは症状改善がむずかしい 1

当該病棟で行う処置ではない 1

24 時間ではなく日勤帯とか 12 時間なら。そしてこれは慢性期ではない 1

十分な看護配置がなされていない 1

現実的ではない 1

理由記述なし 2

合計 7

・条件・表現が適当でない理由 回答数

日数制限は不要、８日間以上も認めるべき 15

24 時間連続である必要はない 4

12 時間以上の持続点滴であれば認めるべき 1

どうともとれる表現である 1

補液管理が必要となった場合にする。24 時間持続が出来ない患者がいる。（認知症など） 1

理由記述なし 2

４ 

合計 24
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レスピレーター使用 

・項目として適当でない理由 回答数

慢性期で行う処置ではない 3

管理が難しい（夜間のスタッフ不足） 1

高齢社会の中にあって容易にレスピレーターを使用する文化が定着することを懸念。レスピレータ

ーと酸素療法が同じ区分であることがおかしいように思うが、レスピレーターは加算のみの特別な

状況におくのがよいと考える。 

1

理由記述なし 2

合計 7

・条件・表現が適当でない理由 回答数

理由記述なし 2

５ 

合計 2

ドレーン法・胸腹腔洗浄 

・項目として適当でない理由 回答数

慢性期で行う処置ではない 4

現実にほとんど存在しない 1

あいまい 1

理由記述なし 3

合計 8

・条件・表現が適当でない理由 回答数

施行後 3 日間以上は認めてほしい。 1

定期的な腹腔洗浄とかありうるのだろうか 1

胸腔ドレーン法のみで良いのでは 1

洗浄しなくてもいいと思う。 1

PTCD の場合はどうなのか 1

理由記述なし 2

６ 

合計 7

発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管のケア 

・項目として適当でない理由 回答数

気切の場合、喀痰が多い 1

気管内挿管のみで良い 1

理由記述なし 2

合計 4

・条件・表現が適当でない理由 回答数

発熱を伴う条件は不要 13

発熱させない取り組みも評価すべき 1

発熱が肺以外が原因のこともある 1

発熱がなくとも喀痰吸引頻回等は認めるべき。 1

理由記述なし 2

７ 

合計 18
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酸素療法（安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで SaO290%以下） 

・項目として適当でない理由 回答数

当該病棟で行う処置ではない 1

療養病床の患者で良いか（ICU へ転院） 1

理由記述なし 2

合計 4

・条件・表現が適当でない理由 回答数

90 パーセント以下では低すぎる、条件が厳しい 4

（条件は）SaO290 パーセント以下のみでよい 1

90 パーセントに、やや巾をもたせる 1

安静時睡眠時に 90 パーセント以下までは治療をしないのではないか 1

90 台前半でも貧血、心筋虚血、不整脈などの合併症がある場合は総合的な判断で行いうる 1

SPO2 の代用は出来ないのか 1

SaO290 パーセント以下というより、酸素投与が必要、不要で区別の方が良い 1

理由記述なし 1

８ 

合計 11

感染隔離室におけるケア 

・項目として適当でない理由 回答数

当該病棟で行う処置ではない 2

感染症病棟等で治療の必要あり 1

理由記述なし 3

合計 6

・条件・表現が適当でない理由 回答数

感染症（感染隔離が必要な具体的、病態）の具体的な表示が必要 5

無菌室管理の場合もあれば、インフルエンザ、ノロウィルス、疥癬等もあるので、全てが3 にしなくて

も良いと思う。 
1

隔離室ではなく感染隔離におけるケアとすべき 1

感染室へ隔離は現実的でない。個室に隔離とすべき 1

理由記述なし 2

９ 

合計 10
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図表 ＜医療区分 2＞疾患・状態の分類項目で、 

項目として適当でない理由および条件・表現が適当でない理由（自由回答） 

番号 項目 ※各項目の定義は、添付の参考資料を参照のこと 

筋ジストロフィー 

・項目として適当でない理由 回答数

病名より状態増により医療区分を決定すべきである（状態によっては医療区分３） 2

特殊疾患療養病棟を有していた医療機関のみ格上げした扱いは不自然 1

医療区分 3 にすべき 1

神経難病でくくるべき 1

施設でも可。医療が必要な場合は医療区分 3 へ 1

理由記述なし 1

合計 7

・条件・表現が適当でない理由 回答数

病態により差が有り/進行程度によりけり 2

軽症も重症もここというのは問題で、医療区分 2 なら軽から中 1

進行状態では薬剤調整や手厚く頻回なリハビリテーションが必要になる。また、自律神経や四肢

筋脱力のため早期臥床も強いられ医学的管理も高度になる。スモンのみでなく、これらの難病も医

療区分 3 にすべきである 

1

理由記述なし 1

1０ 

合計 5

多発性硬化症 

・項目として適当でない理由 回答数

病名より状態増により医療区分を決定すべきである（状態によっては３） 2

特殊疾患療養病棟を有していた医療機関のみ格上げした扱いは不自然 1

医療区分 3 にすべき 1

神経難病でくくるべき 1

理由記述なし 1

合計 6

・条件・表現が適当でない理由 回答数

病態により差が有り/進行程度によりけり 2

重症（自力で身の回りのことができない）は医療区分 3 1

進行状態では薬剤調整や手厚く頻回なリハビリテーションが必要になる。また、自律神経や四肢

筋脱力のため早期臥床も強いられ医学的管理も高度になる。スモンのみでなく、これらの難病も医

療区分 3 にすべきである 

1

再然（疑いも含め）時の検査やインターフェロン両方を要する場合は評価を上げる必要がある 1

理由記述なし 1

１１ 

合計 6
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筋萎縮性側索硬化症 

・項目として適当でない理由 回答数

病名より状態増により医療区分を決定すべきである（状態によっては医療区分３） 2

医療区分 3 にすべき 2

特殊疾患療養病棟を有していた医療機関のみ格上げした扱いは不自然 1

神経難病でくくるべき 1

進行が緩やかな早期は区分 1 でも良いのでは 1

理由記述なし 1

合計 8

・条件・表現が適当でない理由 回答数

病態により差が有り/進行程度によりけり 2

重症（自力で身の回りのことができない）は医療区分 3 1

進行状態では薬剤調整や手厚く頻回なリハビリテーションが必要になる。また、自律神経や四肢

筋脱力のため早期臥床も強いられ医学的管理も高度になる。スモンのみでなく、これらの難病も医

療区分 3 にすべきである 

1

理由記述なし 1

１２ 

合計 5

パーキンソン病関連疾患（パーキンソン病についてはヤールの分類Ⅲ、日常生活障害Ⅱ度以

上） 

・項目として適当でない理由 回答数

医療区分 3 にすべき 2

特殊疾患療養病棟を有していた医療機関のみ格上げした扱いは不自然 1

神経難病でくくるべき 1

治療薬が高価なため、現状の点数では無理である 1

理由記述なし 1

合計 6

・条件・表現が適当でない理由 回答数

高齢者の場合、鑑別が困難なので、パーキンソン症候群も含むべき 1

病態により差が有り 1

重症（自力で身の回りのことができない）は区分 3 1

表現があいまい。いま一歩クリアでない 1

進行状態では薬剤調整や手厚く頻回なリハビリテーションが必要になる。また、自律神経や四肢

筋脱力のため早期臥床も強いられ医学的管理も高度になる。スモンのみでなく、これらの難病も医

療区分 3 にすべきである 

1

なぜⅡ度以上なのか 1

理由記述なし 1

１３ 

合計 7
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その他神経難病（スモンを除く） 

・項目として適当でない理由 回答数

病名より状態増により医療区分を決定すべきである（状態によっては医療区分３） 2

特殊疾患療養病棟を有していた医療機関のみ格上げした扱いは不自然 1

医療区分 3 にすべき 1

神経難病でくくるべき 1

理由記述なし 1

合計 6

・条件・表現が適当でない理由 回答数

重症（自力で身の回りのことができない）は区分 3 1

何故分けているのか意図不明 1

スモンも含む 1

進行状態では薬剤調整や手厚く頻回なリハビリテーションが必要になる。また、自律神経や四肢

筋脱力のため早期臥床も強いられ医学的管理も高度になる。スモンのみでなく、これらの難病も医

療区分 3 にすべきである 

1

難病は全て一緒 1

なぜスモンだけ医療区分 3 なのか 1

難病指定外の多くの進行性神経疾患もいれるべき 1

理由記述なし 1

１４ 

合計 8

神経難病以外の難病 

・項目として適当でない理由 回答数

病名より状態増により医療区分を決定すべきである（状態によっては医療区分３） 2

特殊疾患療養病棟を有していた医療機関のみ格上げした扱いは不自然 1

医療区分 3 にすべき 1

重症度の低い難病もある 1

理由記述なし 1

合計 6

・条件・表現が適当でない理由 回答数

重症（自力で身の回りのことができない）は医療区分 3 1

何故分けているのか意図不明 1

進行状態では薬剤調整や手厚く頻回なリハビリテーションが必要になる。また、自律神経や四肢

筋脱力のため早期臥床も強いられ医学的管理も高度になる。スモンのみでなく、これらの難病も医

療区分 3 にすべきである 

1

膠原病等の表現がない 1

病態によると思う 1

理由記述なし 1

１５ 

合計 6
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脊髄損傷（四肢麻痺がみられる状態） 

・項目として適当でない理由 回答数

医療区分 3 にすべき 2

重症（自力で身の回りのことができない）は医療区分 3 1

特殊疾患療養病棟を有していた医療機関のみ格上げした扱いは不自然 1

理由記述なし 1

合計 5

・条件・表現が適当でない理由 回答数

対麻痺が見られる状態で良いのでは（対麻痺、四肢麻痺とする） 3

脊髄損傷が入り、脳損傷などが入っていないため 1

頸髄損傷とすべき。不全麻痺も含むと明記すべき 1

頸髄損傷に限局せず脊損全て含む 1

頭部外傷、脳幹出血、脳幹梗塞、大脳の両側の脳血管障害により四肢麻痺も含むべき 1

不全四肢麻痺も含めて下さい 1

上肢麻痺が不全の場合はどうか 1

不全麻痺も含まれるのか 1

条件がきびしすぎる 1

理由記述なし 1

１６ 

合計 12

肺気腫／慢性閉塞性肺疾患（COPD）（Hugh JonesⅤ度の状態） 

・項目として適当でない理由 回答数

医療区分 3 にすべき 4

V 度は医療区分 3。IV 度を医療区分 2 1

なぜ拘束性疾患が除外されているのか 1

理由記述なし 2

合計 8

・条件・表現が適当でない理由 回答数

HughJonesⅣから含めるべき 5

HughJonesⅣ度で良い。Ⅴは医療区分 3 へ 2

病状程度により異なると思う 1

体動時は酸素を要する 1

必然的に酸素が必要か 1

HJⅤの場合、通常酸素療法が必要ではないでしょうか 1

１７ 

合計 11
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疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 

・項目として適当でない理由 回答数

管理、人手を要するので医療区分 3 にすべき 3

麻薬に準ずるものであっても、その量、危険度から適当ではない 1

麻薬以外でも可能にしてほしい 1

人件費が高くなるため、不適当 1

末期の悪性腫瘍の対応で疼痛がなくても、心の支え等でも必要である 1

理由記述なし 4

合計 11

・条件・表現が適当でない理由 回答数

「疼痛コントロール」の条件不要 6

医療区分３にすべき 2

麻薬以外も可とする 1

投薬（抗癌剤）、処置、頻回検査が必要ですし、施設入所は困難 1

治療が必要な悪性腫瘍に 1

モルヒネが高いので使用できない 1

使用薬剤が限定され過ぎている 1

症状コントロール 1

１８ 

合計 14

肺炎 

・項目として適当でない理由 回答数

生命が危険な状態であり、医療区分 3 が妥当である 2

抗生剤等を使用するため、特に入院初期の対応が困難。急性期に移行したい状態 1

高齢者のみならず、一歩間違えば明らかに生命の危険があるもので常なる監視を要す 1

7 日間ではなく、14 日間ぐらいが適当 1

肺炎ではなく呼吸器感染症（気管支炎等も加えること） 1

理由記述なし 3

合計 9

・条件・表現が適当でない理由 回答数

1 週間では治らない人が多い/期間を見直してほしい 3

肺野に浸潤影を認めない肺炎もある 1

臨床的に肺炎と診断されればよいのでは 1

酸素吸入を併用すること多い 1

慢性期医療では常にこれらのリスクを軽減する取り組みを行っているので治療時のみ評価される

べきでない 
1

医療区分 2 では低く、医療区分 3 が妥当と思う 1

画像診断は必須か 1

１９ 

合計 9
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尿路感染症（「発熱」、「細菌尿」、「白血球尿（＞10／HPF）」の全てに該当する場合） 

・項目として適当でない理由 回答数

抗生剤等を使用するため、特に入院初期の対応が困難。急性期に移行したい状態 1

理由記述なし 2

合計 3

・条件・表現が適当でない理由 回答数

期間が短い／14 日間限定の妥当性がない 7

「発熱」の条件不要／臨床所見がしっかりあればよい 5

全て（の条件）に該当ではなく一つでも該当すればよい 3

（条件が）細か過ぎる 1

積極的加療が必要な上に検査も必要 1

条件が緩すぎないか 1

理由記述なし 3

２０ 

合計 21

創感染 

・項目として適当でない理由 回答数

医療区分 2 の 36 から 39（創傷処置関連）に含めてよいのでは 1

理由記述なし 2

合計 3

・条件・表現が適当でない理由 回答数

症状等、もう少し具体的条件が必要 2

1 日 2 回以上の交換しばりをはずす 2

創の状態、大きさによって上位区分とできる様にする必要がある 1

処置回数（で条件付けする） 1

創の程度にもよるが毎日の処置が必要なものであるなら医療区分 2 は低い 1

理由記述なし 1

２１ 

合計 8

リハビリテーションが必要な疾患が発症してから 30 日以内 

・項目として適当でない理由 回答数

30 日以降もいくつかの条件をつけ改善することができる場合、日数を増やしてほしい 1

必要性のあるリハに期限をつけるべきではない。必要十分な急性期リハビリは医療区分 3 とすべき 1

この時期が予後を考えても大事なのではないか 1

一般病床で行う必要あり 1

意味がない 1

理由記述なし 2

合計 7

・条件・表現が適当でない理由 回答数

期間が短すぎる。日数制限の撤廃、もしくは 30 日以上に 21

(再掲） 180 日以内にする （5）

(再掲）  60 日以内にする （3）

(再掲）  90 日以内にする （2）

(再掲） 150 日以内にする （1）

(再掲）  ４0 日以内にする （1）

疾患やリハビリ必要度を日数に考慮すべき 1

医療区分 3 ではないのか 1

理由記述なし 3

２２ 

合計 26


